
令和７年度 第８回 大和郡山市放課後児童クラブ代表者会議 

協議・決定事項 

○開催日時 

令和８年１月１４日（水）９：００～ 

○開催場所 

 大和郡山市城址会館 

○出席者 

 代表者会議委員 １０名 

 事務局 ３名 

○協議・決定事項 

２．今年度の研修会について 

 ・２月１０日（火）に開催予定の「愛着障害に関する研修会」について報告を行っ

た。各学童保育所宛ての案内文案が準備できたため委員各位にご確認いただき、内

容について特に問題がなかったため、近日中に各学童保育所に配布することとした。

また、次年度の研修会の計画についても協議を行い、今年度同様、６月、９月、１

１月、２月を目処に年４回程度の開催とする予定とした。６月については、今年度

同様、救急看護についての研修会を実施する方向で検討を進め、以降の研修の内容

については、引き続き各学童保育所の希望を踏まえて検討していくこととした。 

３．放課後児童クラブの運営移行について 

 ・放課後児童クラブの運営移行について協議を行った。今後の統一的な運営につい

ての全体的な方向性について、現時点で考えられる統一の段階とメリット・デメリ

ット等について事務局で検討した内容について報告し、現時点での各学童保育所で

の検討状況を共有した。統一的な運営をするのであれば運営方法全般を統一すべき

という意見が多くあったため、運営全般についての統一案を作成する方向で検討す



ることとした。 

４．放課後等デイサービスの支給基準見直しについて 

 ・本市放課後等デイサービスの支給基準見直しについて報告を行った。委員より問

い合わせがあったため、事務局より担当課に確認し、その内容について報告を行っ

たもの。これまでより少ない日数での支給日数の上限が設定されることとなるが、

令和８年度は新基準への移行を円滑に行うための経過期間とし、令和９年４月から

本格的な新基準の適用を予定しているもの。学童保育所への影響も予想されること

から、引き続き担当課と連携し状況把握等に努めていくこととする。 

５．その他 

 ・各学童保育所の次年度の継続利用に関する手続方法や書類の提出期限等について

情報共有を行った。学童保育所により手続方法や提出期限等は異なっているが、利

用の希望を確認のうえ、適正かつ柔軟な対応に努めていただいていることが共有で

きた。 

 ・次回の代表者会議について 

令和８年２月２５日（水）９：００～ 大和郡山市城址会館にて開催予定 


